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米国における特許権存続期間の延長に関する CAFC判決と統計 
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1. はじめに 

 米国特許の特許権存続期間は、原則として、出願から 20 年です（35 U.S.C. 154(a)(2)）。なお、特許権存続期間の

起算日は、外国の優先日や米国の仮出願の出願日ではありません。 

 

 1995年 4月 25日の法改正により、経過措置として、1995年 6月 8 日時点で有効な特許権、または 1995年 6月 7 日

までに出願された特許出願においては、出願から 20 年間あるいは特許発行から 17 年間のうち、長い方が特許権存続

期間となります（35 U.S.C. 154(c)(1)、MPEP 2701）。なお、先の米国特許出願の利益を享受する出願（継続出願や分

割出願）においては、特許権存続期間の起算日は先の出願日となります（35 U.S.C. 154(a)(2)）。 

 

 特許権存続期間が出願から 20 年間となったので、出願審査に 3年以上の年月を要した場合、特許権存続期間が上記

法改正前の特許発行から 17 年間よりも短くなってしまうことがあります。そこで、出願人に起因しない理由により特

許発行が遅れた場合、特許権存続期間を延長することによって公平が保たれるように配慮されました。 
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